
今後の受動喫煙防止対策について（新旧対照表）  

注）受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や  
呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等生理学的反応等に関する知見が示されるととも  
に、慢性影響として、肺がんや循環器疾患等のリスクの上昇を示す疫学調査があ  

り、IARC（国際がん研究機関）は、証拠め強さによる発がん性分矧こおいて、たば こをグループ1と分類している。  
また、受動喫煙により非喫煙妊婦であっても低出生体重児の出産の発生率が上  

昇するという研究報告がある。   

二．玉茄．堤  看 玉－lム、ふ．だ柁招坂盲にいて  

は」専動喫煙 の煙中には∴ニコチンや一酸化炭素など様々な有害化学物質が含ま   

吸器疾患の原鼠となり、特に親の喫煙によって、子どもの咳■たんなどの呼吸器症 新設  

状や呼吸機能の発達に悪影 がなされている∩  ヽ   



2法第25条辺規定の対象となる施享受   2．嘩康増進法第25条の対象となる施設   

法第25条の規定においてその対象となる施設として、学校、体育館、病院、劇  

場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所」官公庁施設、飲食店が明示されて  
いるが、本条における「その他の施設」は、鉄軌道駅、パスタ」ミナル、航空旅客  
ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、  
ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用す  

（略）   

る施設を含むものであり、本条の趣旨にかんがみ、鉄軌道車両、バス、タクシー、航  
空機及び旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。  

3今後の垂動喫煙臨止如実ゐ基太的な方向性 新設   

今後の受動喫煙防止対策の基太的な方向性として．多数の暑が利用する公共的  
な空間については」頁則として全面禁煙であるべきである（一方で．全面禁煙が極  
めて困難な場合等においては、当面、施設の態様や利用者のニーズに応じた適切  

な受動喫煙防止対集を進めることとする∩  新設   

また．特に．岸外であっても子どもの利用が想定る公基地な空風空J去⊥畳塾  
喫煙防止のための配慮が必要である。  

L受動喫煙防止措置中具体的方壊 旦」受動喫煙防止措置の具体的方法   

（1）施設・区域における受動喫煙防止対策   

全面禁煙は、寧動喫煙対策として極めて有効であると老えられているため、受動   
的な方向性として、多数の暑が利用する公共的な空間につい  （分煙）する方法がある∩全面禁煙は、魯勤喫煙防止対策として極めて有効である   

煙であるべきである 煙履行っている場所では、その  が、施設の規槙■構造、利用状況等は、各施言引こより様々であるため、施設の熊様   
を蓑示し周知を図るとともに∴来客者等にも理解と協力を求める等の対応をとる  や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進める必専がある∩その際   

必要がある∩   会的な役割も十分に考慮に 

た 少なくとも官公 ま 庁や医療旅言引こおいては、全面禁煙とすることが望ましい∩   14年6月。概要は別添のとおり∴本文は厚生労働   
省ホ⊥ムページ参照のこと∩）などを春着にしながら．喫煙場所から非喫煙場所にた  

亙L  

止対 受動喫煙防策を求めることとし．将来的には全面禁煙を目指すことを求める∩   
全面禁煙が極めて困 難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会  等 にその旨を知らせて理解と協力を求める等の捨置を取ることも受動喫煙防止対   

報告書＝平成14年6月）等を 喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流  纂として効果的と考えられる∩さらに、労働者のための受動喫煙防止措置は、「職場   
れ出ないことはもちろんのこと∴適切な受動喫煙防止捨置を講ずるよう努める必要  における喫煙対策のためのガイドラインl（平成8年2月21日付け労働省労働基準   
がある∩喫煙可能区域を設定し 場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明  

確に蓑示し、周知を図り▲理解と協力を求めるとともに－喫煙可能区域に未成年者  
や妊婦が立ち入ることがないように、 る必要がある∩例えば、当該区域  

が喫煙可能区域であり ばこの煙への隠雷があり得ることを注意喚起するボス  

一 る等の措置が考えられる∩   
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5 職場における受動喫煙防止対策と初速携と調禾口   4．受動喫煙防止対笠の進め方   

働者のための受動喫煙防止措置は、「職場における喫煙対策のためのガイド   

ライン1（平成15年5月9日付け基発第0509001号厚生労働省労働基準局長通  
達）に即した対簑が講じられる ことが望ましい（   

新盲受  

（2）都道府県労働局においても、職場における受動喫煙防止対策を推進しているこ  
とから、法第25条に基づく施策の実施に当たっては、管内労働局との連携を図る。  4．（1）から移動   

（3）法第25条の対象となる施設の管理者は多岐にわたるが、これらの管理者を集  
めて受動喫煙の健康への悪影響や各地の好事例の紹介等を内容とした講習会を  
開催するなど、本条の趣旨等の周知徹底を図る。この際、職場における受動喫煙対  
策推進のための教育については、「職場における喫煙対策推進のための教育の実  
施について」（平成16年5月13日付け基発第0513001号厚生労働省労働基準  
局長通達）により都道府県労働局が推進していることに留意する。   

（3）平成15年度より、国民生活金融公直の生活衛生資金貸付の対象として、受動  
喫煙防止施設が追加されていることから、飲食店、旅館等の生活衛生関係営業者  

6．その他（1）へ移動  に対して、これを周知する。また、都道府県や市町村において、禁煙支援の保健指  
導、分煙方法の情報提供等を実施している場合、事業者や個人の参加をより一層  
促すよう努力する。   

6．その他 新設   

（1）平成15年度より、株式会社日本政策金融公庫（旧 国民生活金融公庫）の生活  

衛生資金貸付の対象として、受動喫煙防止施設が追加されていることから、飲食  
店、旅館等の生活衛生関係営業者に対して、これを周知する。また、都道府県や市 町村において 

、禁煙支援の保健指導、分煙方法の情報提供等を実施している場  
合、事業者や個人の参加をより一層促すよう努力する。   

（2）受動喫煙防止対策を宴効性をもって継続的に推進するためには、社会全休とし   
て受動喫止、にし．、むという気運成することが重要である∩ このため  

のもと．たばこの健康への悪書壬響や、禁煙を促す方法等について、さまざまな機会  新設   にも、木通知を幅広く周知し、理解と協力を求めるとともに、健康日太21の枠組み等   
行うなどの受動喫煙防止対策を進めていく必要がある∩   

（3）エビデンスに基づいた 

ア受動喫煙による健康影響に関する客観的な研究成果を活用し、受動喫煙の莫  
態や健康への悪影響、諸外国の取組状況等について情報提供を進める（  

イ受動喫煙防止対纂の推進に当 ニコチン代替製剤や内服薬等の禁煙補  
煙方法等の禁煙を促す情報等を提供する∩   

新設  ウたばこの健康への悪影響について普及啓発し．禁煙を促す方法等について、  
健康教育の一環として、地域、職域、家庭等において、関係者の対話 
で一 

と連携のもと   
層推進する∩  

イ建診や  



厚生科学審議会関係規程等  
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厚生科学審議会の構成について   
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分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ
の
項
に
 
 
 

お
い
て
同
じ
。
）
 
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
 
 
 

議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

（
議
事
）
 
 

第
七
条
 
審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席
 
 
 

し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 

2
 
審
議
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席
 
 
 

し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
 
 
 

よ
る
。
 
 

3
 
前
二
項
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
の
議
事
に
準
用
す
る
。
 
 
 

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）
 
 

第
八
条
 
審
議
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
 
 
 

き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
 
 
 

他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

（
庶
務
）
 
 

第
九
条
 
審
議
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
厚
生
科
学
課
に
お
い
て
総
括
 
 
 

し
、
及
び
処
理
す
る
。
た
だ
し
、
感
染
症
分
科
会
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
厚
生
 
 
 

労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
に
お
い
て
、
生
活
衛
生
適
正
化
分
科
会
に
係
る
も
 
 
 

の
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
健
康
局
生
活
衛
生
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 
 
 

（
雑
則
）
 
 

第
十
条
 
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
 
 
 

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。
 
 

附
 
則
 
 
 

こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
 
 

号
）
 
の
施
行
の
日
 
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
 
か
ら
施
行
す
る
。
 
 
 



厚
生
科
学
審
議
会
運
営
規
程
 
 
 

（
平
成
十
三
年
一
月
一
九
日
 
厚
生
科
学
審
議
会
決
定
）
 
 

一
部
改
正
 
平
成
十
九
年
一
月
二
四
日
 
 

厚
生
科
学
審
議
会
令
 
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
条
の
規
定
 
 

に
基
づ
き
、
こ
の
規
程
を
制
定
す
る
。
 
 

（
会
議
）
 
 

第
一
条
 
厚
生
科
学
審
議
会
 
（
以
下
「
審
議
会
」
 
と
い
う
。
）
 
は
、
会
長
が
招
集
 
 
 

す
る
。
 
 

2
 
会
長
は
、
審
議
会
を
招
集
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
、
 
 
 

場
所
及
び
議
題
を
委
員
並
び
に
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
 
 
 

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

3
 
会
長
は
、
議
長
と
し
て
審
議
会
の
議
事
を
整
理
す
る
。
 
 

（
審
議
会
の
部
会
の
設
置
）
 
 

第
二
条
 
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
審
議
会
に
諮
っ
て
部
会
 
 
 

（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
を
除
く
。
以
下
本
条
か
ら
第
四
条
ま
で
に
お
い
て
 
 
 

同
じ
。
）
 
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
l
一
以
上
の
部
会
を
合
同
し
て
調
 
 
 

査
者
鼓
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
諮
問
の
付
議
）
 
 

第
三
条
 
会
長
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
諮
問
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
諮
問
を
分
 
 
 

科
会
又
は
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
分
科
会
及
び
部
会
の
議
決
）
 
 

く
 
 
 

第
四
条
 
分
科
会
及
び
部
会
の
義
政
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
、
審
議
会
の
議
決
 
 
 

せ
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
会
議
の
公
開
）
 
 

第
五
条
 
審
議
会
の
会
議
は
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 
 
 

個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
知
的
財
産
権
そ
 
 

の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
 
 

場
合
又
は
国
の
安
全
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
は
、
会
議
を
 
 

非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
会
長
は
、
会
議
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
の
た
め
、
傍
聴
人
の
退
場
を
命
ず
る
 
 
 

な
ど
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
巧
る
。
 
 

（
議
事
録
）
 
 

第
六
条
 
審
議
会
に
お
け
る
議
事
は
、
次
の
事
項
を
含
め
、
議
事
録
に
記
載
す
る
 
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 
 

一
会
議
の
日
時
及
び
場
所
 
 
 

二
 
出
席
し
た
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
氏
名
 
 
 

三
 
議
事
と
な
っ
た
事
項
 
 

・
2
 
議
事
録
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
 
 
 

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
知
的
財
産
権
そ
の
他
個
人
若
し
く
は
団
体
の
権
利
利
 
 
 

益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
長
は
、
議
事
録
の
全
 
 
 

部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
の
全
部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
場
合
に
は
、
 
 
 

会
長
は
、
非
公
開
と
し
た
部
分
に
つ
い
て
議
事
要
旨
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
開
 
 
 

す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
分
科
会
の
部
会
の
設
置
等
）
 
 

第
七
条
 
分
科
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
分
科
会
に
諮
っ
て
部
 
 
 

会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
分
科
会
長
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
付
議
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
付
議
 
 
 

事
項
を
前
項
の
部
会
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

3
 
第
一
項
の
部
会
の
議
決
は
、
分
科
会
長
の
同
意
を
得
て
、
分
科
会
の
議
決
と
 
 
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

4
 
分
科
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
以
上
の
部
会
を
合
同
し
 
 
 



て
調
査
審
議
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
委
員
会
の
設
置
）
 
 

第
八
条
 
部
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
部
会
に
諮
っ
て
委
員
会
 
 
 

を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（
準
用
規
定
）
 
 

第
九
条
 
第
一
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
に
準
用
 
 
 

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
中
「
会
長
」
 
と
 
 
 

あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ
っ
て
は
 
「
分
科
会
長
」
、
部
会
に
あ
っ
て
は
 
「
部
会
 
 
 

長
」
 
と
、
第
一
条
中
「
委
員
」
 
と
あ
る
の
は
、
分
科
会
に
あ
っ
て
は
 
「
当
該
分
 
 
 

科
会
に
属
す
る
委
員
」
、
部
会
に
あ
っ
て
は
 
「
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
」
 
と
 
 
 

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

（
雑
則
）
 
 

第
十
条
 
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
、
分
科
会
又
は
部
会
の
運
 
 
 

営
に
必
要
な
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
会
長
、
分
科
会
長
又
は
部
会
長
が
定
め
る
。
 
 
 




